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集金については

◆本校では学校集金の「口座引落とし」を実施しています。

実施要項は次のとおりです。

１ 目的

（１） 児童に現金を持たせないことで，紛失等の事故をなくす。

（２） 集金事務を簡素化する。

２ 集金方法

・「郵便局の口座引き落とし」と「袋（現金）集金」の２通りとする。

・手数料は児童一人あたり１０円で，保護者負担とする。

・集金日は原則として２１日とする。（集金日を引き落とし日とする）

・引き落とし日が土曜日もしくは日曜日の場合は，翌平日となる。

・７・１２・３月については５日を目安とする。

・引き落とし日に残高不足等で引き落とし不可能の場合は，お知らせの

文書を送付し，袋（現金）集金とする。

・一括集金の困難なもの，急を要する場合は，袋（現金）集金とする。

◆毎月集金するものは

・給食費・・・・・・・１食２７５円×月の回数

・ＰＴＡ会費・・・・・１世帯２００円

・教育振興費・・・１人２００円

・ワーク・テストその他の教材

・学級費 などです。 ※金額は改められることがあります。


